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目

次

告

示
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定

（
高
齢
者
福
祉
課
）

一

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指

定

（
障
害
者
福
祉
課
）

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

者
の
指
定

（

〃

）

二

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

者
の
指
定

（

〃

）

二

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

の
廃
止

（

〃

）

二

保
安
林
予
定
森
林

（
森

林

整

備

課
）

二

解
除
予
定
森
林
（
二
件
）

（

〃

）

三

公

告
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
（
五
件
）

（
都

市

計

画

課
）

四

特
定
調
達
公
告

歴
史
民
俗
博
物
館
（
仮
称
）
建
設
（
建
築
）
工
事
の
契
約
の

相
手
方
等

（
営

繕

課
）
一
一

告

示

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に

基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
五
二
一
号

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

（
火
曜
日
）

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

有
限
会
社

プ
ラ

ス
ロ
ッ
ク
ア
ソ
シ

エ
イ
ツ

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

「
あ
さ
ぎ
り
の
家
」

邑
智
郡
川
本
町
川

本
一
一
七
九
番
地

二

平
成
十
五
年
十
一

月
一
日

有
限
会
社

百
年

く
ら
ぶ

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
七

色
館

大
田
市
大
田
町
大

田
イ
三
七
六－

一

平
成
十
五
年
十
一

月
一
日

株
式
会
社

ス
ズ

キ
自
販
島
根

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
ス
ズ
キ
自

販
島
根

福
祉
用
具

貸
与
事
業
所

松
江
市
東
津
田
町

一
八
八
八
番
地
一

〇

平
成
十
五
年
十
一

月
一
日

有
限
会
社

レ
ン

タ
ル
ケ
ア
松
江

福
祉
用
具

貸
与

レ
ン
タ
ル
ケ
ア
松
江

松
江
市
下
東
川
津

町
二
六
八－

八

平
成
十
五
年
十
一

月
一
日



（ 2 ）

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定

に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
居
宅
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

八
束
郡
八
雲
村
大
字
熊
野
一
四
五
八
の
一
、
一
四
六
〇
、
一
四
六
一
、
一
四
六
三
、
一
四
六
八
の
一
、

一
四
六
八
の
二
、
一
四
七
六
、
一
六
六
二
、
一
六
六
二
の
一
、
一
六
六
三
、
一
六
六
四
、
一
六
六
五

の
一
か
ら
一
六
六
五
の
三
ま
で
、
一
七
〇
七
の
二
、
一
七
〇
九
の
二
、
一
七
〇
九
の
三
、
一
七
一
〇
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事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

松
江
保
健
生
活
協

同
組
合

居
宅
介
護

ふ
れ
あ
い
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

松
江
市
西
津
田
七

丁
目
一
四－

二
一

平
成
十
五
年
十
月

三
十
日

社
会
福
祉
法
人

千
鳥
福
祉
会

短
期
入
所

知
的
障
害
者
更
生
施

設

持
田
寮

松
江
市
東
持
田
町

一
四
一
五

平
成
十
五
年
十
月

三
十
日

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

松
江
保
健
生
活
協

同
組
合

居
宅
介
護

ふ
れ
あ
い
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

松
江
市
西
津
田
七

丁
目
一
四－

二
一

平
成
十
五
年
十
月

三
十
日

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

松
江
保
健
生
活
協

同
組
合

居
宅
介
護

ふ
れ
あ
い
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

松
江
市
西
津
田
七

丁
目
一
四－

二
一

平
成
十
五
年
十
月

三
十
日

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

は
ぴ
ね
す
福
祉
会

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業

益
田
市
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー

益
田
市
横
田
町
二

〇
八
七－

一

平
成
十
五
年
十
月

一
日



（ 3 ）

の
一
、
三
四
一
二
、
三
四
一
三
、
三
六
一
五
の
一
、
五
四
八
九
、
五
四
九
〇
の
一
か
ら
五
四
九
〇
の

三
ま
で
、
五
四
九
一
、
五
四
九
三
か
ら
五
四
九
七
ま
で
、
五
六
九
五
の
二
、
五
六
九
六
、
五
六
九
七
、

五
六
九
八
の
一
、
五
六
九
八
の
三
、
五
七
〇
五
の
二
、
五
七
六
五
の
四
、
五
七
六
七
の
二
、
五
七
八

九
、
五
七
八
九
の
一
、
大
字
西
岩
坂
三
一
七
六
、
四
四
七
七
、
四
四
七
八
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
八
雲
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
（ ）一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
三
里
口
四
〇
七
の
二

（ ）二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（ ）三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
（ ）一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

江
津
市
二
宮
町
神
村
一
六
一
五
の
一
〇

（ ）二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（ ）三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

三
（ ）一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

浜
田
市
熱
田
町
一
六
八
九
の
四

（ ）二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

（ ）三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

島
根
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
小
坂
一
〇
八
四
の
二
、
一
〇
八
四
の
六
か
ら
一
〇
八
四
の
九
ま
で
、
一
〇
八
四

の
一
一
か
ら
一
〇
八
四
の
一
四
ま
で
、
一
〇
八
四
の
一
六
か
ら
一
〇
八
四
の
二
三
ま
で
、
一
〇
八
四

の
二
五
か
ら
一
〇
八
四
の
二
七
ま
で
、
一
〇
八
四
の
二
九
か
ら
一
〇
八
四
の
三
三
ま
で
、
一
〇
八
九

の
三
〇
、
一
〇
八
九
の
三
二
、
一
〇
八
九
の
三
三
、
一
〇
八
九
の
三
六
、
一
〇
八
九
の
三
七
、
一
〇

八
九
の
四
八
、
一
〇
八
九
の
四
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

ダ
ム
事
業
用
地
と
す
る
た
め
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公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
瀬
都
市
計
画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る

の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

能
義
郡
広
瀬
町
広
瀬
八
一
一
番
地

広
瀬
中
央
公
民
館

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

広
瀬
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

1

都
市
計
画
の
目
標

地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
産
業
の
育
成
と
、
快
適
で
住
み
心
地
の
良
い
生
活
環
境
の
創
造
を
進
め

る
。

2

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

3

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（ ）一

土
地
利
用
の
方
針

現
在
本
区
域
は
都
市
計
画
用
途
地
域
を
指
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
の
土
地
利
用
状
況
を
踏

ま
え
、
都
市
及
び
白
然
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。

（ ）二

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

（ ）1

交
通
施
設

現
在
本
区
域
に
お
い
て
都
市
計
画
道
路
は
決
定
し
て
い
な
い
が
、
効
果
的
な
交
通
網
を
確
立

す
る
た
め
、
円
滑
で
利
便
性
の
高
い
都
市
交
通
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
総
合
的
に
交
通
体
系
の

整
備
を
図
る
。

（ ）2

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
全
区
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
も
の
と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
水
質
の
保
全
を
図
り
つ
つ
改
修
や
治
水
施
設
の
整
備
を
順
次
進
め
る

と
と
も
に
、
公
園
緑
地
等
の
整
備
を
進
め
、
河
川
が
有
す
る
自
然
環
境
の
保
全
、
整
備
に

努
め
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
七
十
七
パ
ー
セ
ン
ト

と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
治
水
安
全
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
に
整

備
す
る
。

（ ）3

そ
の
他
の
都
市
施
設

供
給
処
理
施
設
、
教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
都
市
施
設
に
つ

い
て
は
、
既
存
施
設
の
有
効
活
用
に
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
、
必
要
に
応
じ

た
施
設
の
整
備
を
図
る
。

（ ）三

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

（ ）1

基
本
方
針

自
然
環
境
に
包
ま
れ
た
地
域
特
性
を
活
か
し
、
緑
の
持
つ
様
々
な
機
能
を
総
合
的
に
高
め
る

と
と
も
に
、
市
街
地
及
び
そ
の
近
郊
に
お
い
て
は
、
公
園
緑
地
等
の
整
備
等
を
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
緑
の
保
全
、
整
備
を
図
る
。

（ ）2

緑
地
の
確
保
水
準

ア

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
約
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

1

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島
根

平成15年11月11日 第1,521 号島 根 県 報
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県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
着
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

2

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

3

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
広
瀬
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供

す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
広
瀬
土

木
事
務
所
及
び
広
瀬
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
（
〇
八
五
二
）
二
二－

五
二
一
一

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仁
摩
都
市
計
画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開

催
す
る
の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

午
後
七
時
か
ら

二

開
催
場
所

邇
摩
郡
仁
摩
町
大
字
仁
万
町
五
三
七
番
地
一

仁
摩
町
中
央
公
民
館

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

仁
摩
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

1

都
市
計
画
の
目
標

多
様
化
、
高
齢
化
す
る
社
会
に
対
応
し
得
る
快
適
で
住
み
良
い
生
活
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く

と
と
も
に
、
快
適
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
自
然
環
境
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
商
業
、

観
光
業
、
農
林
水
産
業
の
振
興
に
努
め
、
老
若
男
女
す
べ
て
の
住
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
て
る
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。

2

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

3

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（ ）一

土
地
利
用
の
方
針

現
在
本
区
域
は
都
市
計
画
用
途
地
域
を
指
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
の
土
地
利
用
状
況
を
踏

ま
え
、
都
市
及
び
白
然
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。

（ ）二

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

（ ）1

交
通
施
設

効
率
的
な
交
通
網
を
確
立
す
る
た
め
各
種
交
通
手
段
の
機
能
分
担
に
配
慮
し
な
が
ら
、
円
滑
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で
利
便
性
の
高
い
都
市
交
通
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
総
合
的
に
交
通
体
系
の
整
備
を
図
る
。

（ ）2

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
全
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
近
年

の
都
市
化
に
よ
り
、
浸
水
被
害
の
恐
れ
が
あ
る
市
街
地
等
に
お
い
て
は
、
下
水
道
に
よ
る

雨
水
対
策
も
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
洪
水
に
対
す
る
都
市
機
能
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
三
十
四
パ
ー
セ
ン
ト

と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
治
水
安
全
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
に
整

備
す
る
。

（ ）3

そ
の
他
の
都
市
施
設

供
給
処
理
施
設
、
教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
都
市
施
設
に
つ

い
て
は
、
既
存
施
設
の
有
効
活
用
に
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
、
必
要
に
応
じ

た
施
設
の
整
備
を
図
る
。

（ ）三

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

（ ）1

基
本
方
針

自
然
環
境
に
包
ま
れ
た
地
域
特
性
を
活
か
し
、
親
水
性
の
高
い
魅
力
あ
る
水
辺
環
境
の
整
備

や
、
緑
地
の
保
全
等
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
憩
い
の
場
や
自
然
と
の
ふ

れ
あ
い
の
場
の
確
保
、
広
域
的
な
観
光

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
と
し
て
の
活
用
を
図
り
、

本
区
域
特
有
の
自
然
環
境
の
創
出
を
目
指
す
。

（ ）2

緑
地
の
確
保
水
準

ア

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
約
四
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

1

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島
根

県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

2

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

3

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
温
泉
津
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に

供
す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
大
田
土

木
建
築
事
務
所
及
び
仁
摩
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
（
〇
八
五
二
）
二
二－

五
二
一
一
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
温
泉
津
都
市
計

画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を

開
催
す
る
の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
二
月
五
日

午
後
七
時
か
ら

二

開
催
場
所

邇
摩
郡
温
泉
津
町
温
泉
津
大
字
小
浜
イ
四
八
六
番
地

温
泉
津
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

温
泉
津
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

1

都
市
計
画
の
目
標

自
然
、
歴
史
、
文
化
等
の
豊
富
な
地
域
資
源
を
多
面
的
に
有
効
活
用
し
、
個
性
豊
か
な
ま
ち
づ
く

り
に
つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
住
民
自
ら
が
協
働
し
、
い
き
い
き
と
活
動
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
。

2

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

3

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（ ）一

土
地
利
用
の
方
針

現
在
本
区
域
は
都
市
計
画
用
途
地
域
を
指
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
の
土
地
利
用
状
況
を
踏

ま
え
、
都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。

（ ）二

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

（ ）1

交
通
施
設

効
率
的
な
交
通
網
を
確
立
す
る
た
め
各
種
交
通
手
段
の
機
能
分
担
に
配
慮
し
な
が
ら
、
円
滑

で
利
便
性
の
高
い
都
市
交
通
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
総
合
的
に
交
通
体
系
の
整
備
を
図
る
。

（ ）2

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
全
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
近
年

の
都
市
化
に
よ
り
、
浸
水
被
害
の
恐
れ
が
あ
る
市
街
地
等
に
お
い
て
は
、
下
水
道
に
よ
る

雨
水
対
策
も
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
洪
水
に
対
す
る
都
市
機
能
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
治
水
安
全
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
に
整

備
す
る
。

（ ）3

そ
の
他
の
都
市
施
設

供
給
処
理
施
設
、
教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
都
市
施
設
に
つ

い
て
は
、
既
存
施
設
の
有
効
活
用
に
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
、
必
要
に
応
じ

た
施
設
の
整
備
を
図
る
。

（ ）三

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

（ ）1

基
本
方
針

自
然
環
境
に
包
ま
れ
た
地
域
特
性
を
活
か
し
、
親
水
性
の
高
い
魅
力
あ
る
水
辺
環
境
の
整
備

や
、
緑
地
の
保
全
等
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
憩
い
の
場
や
自
然
と
の
ふ

れ
あ
い
の
場
の
確
保
、
広
域
的
な
観
光

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
と
し
て
の
活
用
を
図
り
、

本
区
域
特
有
の
自
然
環
境
の
創
出
を
目
指
す
。

（ ）2

緑
地
の
確
保
水
準

ア

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
約
五
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

1

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島

平成15年11月11日 第1,521号島 根 県 報
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根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

2

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

3

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
温
泉
津
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に

供
す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
大
田
土

木
建
築
事
務
所
及
び
温
泉
津
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
（
〇
八
五
二
）
二
二－

五
二
一
一

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
旭
都
市
計
画
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

那
賀
郡
旭
町
大
字
今
市
六
三
七
番
地

旭
町
役
場

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

旭
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

1

都
市
計
画
の
目
標

本
区
域
が
有
す
る
交
通
基
盤
、
自
然
環
境
な
ど
の
地
域
特
性
を
活
か
し
、
交
流
人
口
の
増
加
に
よ

る
活
気
あ
る
都
市
づ
く
り
を
目
指
す
。

2

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

3

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（ ）一

土
地
利
用
の
方
針

（ ）1

主
要
用
途
の
配
置
の
方
針

都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
住
宅
地
、
商
業
業
務
地
、
工
業
地
の
各
配
置
方
針
を
定
め
る
。

（ ）2

土
地
利
用
の
方
針

「
居
住
環
境
の
改
善
又
は
維
持
」、
「
災
害
防
止
の
観
点
か
ら
必
要
な
市
街
化
の
抑
制
」、
「
自

然
環
境
形
成
の
観
点
か
ら
必
要
な
保
全
」、
「
計
画
的
な
都
市
的
土
地
利
用
の
実
現
」
の
そ
れ

ぞ
れ
に
関
す
る
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。
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（ ）二

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

（ ）1

交
通
施
設

浜
田
道
等
広
域
幹
線
を
主
軸
と
し
た
広
域
交
通
網
や
、
市
街
地
内
幹
線
道
路
網
の
整
備
を
進

め
る
と
と
も
に
、
公
共
交
通
機
関
の
充
実
を
図
る
。

ま
た
、
整
備
水
準
の
目
標
と
し
て
は
、
市
街
地
内
連
絡
道
路
等
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
す

る
。

（ ）2

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
全
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
と
と
も
に
、
近
年
の
都
市
化

に
よ
り
、
浸
水
被
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
市
街
地
等
に
お
い
て
は
、
下
水
道
に
よ
る
雨
水
対

策
も
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
洪
水
の
安
全
な
流
下
を
図
る
た
め
の
河
道
改
修
等
に
よ
り
下
流
の
洪

水
の
軽
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。

（ ）3

そ
の
他
の
都
市
施
設

供
給
処
理
施
設
、
教
育
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
都
市
施
設
に
つ
い
て

は
、
既
存
施
設
の
有
効
活
用
に
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
、
市
街
化
の
動
向
、

人
口
の
変
動
等
に
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
た
施
設
の
整
備
を
図
る
。

（ ）三

市
街
地
開
発
事
業
の
方
針

旭
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の
丸
原
地
区
は
、
旭
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
に
近
接
す
る
恵
ま
れ
た

立
地
条
件
を
活
か
し
つ
つ
、
周
辺
の
豊
か
な
自
然
環
境
と
調
和
し
た
住
環
境
を
主
体
と
す
る
新

た
な
市
街
地
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（ ）四

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

（ ）1

基
本
方
針

本
区
域
は
、
豊
か
な
森
林
と
清
ら
か
な
渓
流
を
有
し
、
美
し
い
水
と
緑
に
囲
ま
れ
た
自
然
に

恵
ま
れ
た
区
域
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
用
な
生
態
系
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
豊
か
な

自
然
環
境
に
包
ま
れ
た
環
境
を
保
全
し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
憩
い
の
場
や
自

然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
歴
史
風
土
に
接
す
る
環
境
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
観
光
資
源
と
し
て

活
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（ ）2

緑
地
の
確
保
水
準

ア

緑
地
の
確
保
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
け
る
緑
地
の
確
保
は
、
将
来
市
街
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
約
六

パ
ー
セ
ン
ト
、
お
お
む
ね
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。

イ

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
百
七
十
二
平
万
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

1

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島

根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

2

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

3

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
旭
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供
す

る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
浜
田
土

木
建
築
事
務
所
及
び
旭
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
（
〇
八
五
二
）
二
二－

五
二
一
一

平成15年11月11日 第1,521号島 根 県 報
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
三
隅
都
市
計
画

整
備
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

午
後
六
時
か
ら

二

開
催
場
所

那
賀
郡
三
隅
町
大
字
向
野
田
五
八
一
番
地

三
隅
公
民
館

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

三
隅
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

1

都
市
計
画
の
目
標

地
域
資
源
を
活
か
し
た
産
業
振
興
や
幅
広
い
年
代
の
住
民
が
健
康
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
と
共
に
、
美
し
い
水
辺
空
間
と
緑
豊
か
な
自
然
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。

2

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

3

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（ ）一

土
地
利
用
の
方
針

現
在
本
区
域
は
都
市
計
画
用
途
地
域
を
指
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
の
土
地
利
用
状
況
を
踏

ま
え
、
都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。

（ ）二

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

（ ）1

交
通
施
設

山
陰
道
等
広
域
幹
線
を
主
軸
と
し
た
広
域
交
通
網
や
、
安
全
で
快
適
な
市
街
地
内
道
路
の
整

備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
産
業
及
び
観
光

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
の
連
携
機
能
強
化
を

図
る
道
路
網
の
整
備
、
公
共
交
通
機
関
の
充
実
を
図
る
。

（ ）2

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
全
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
と
と
も
に
、
近
年
の
都
市
化

に
よ
り
、
浸
水
被
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
市
街
地
等
に
お
い
て
は
、
下
水
道
に
よ
る
雨
水
対

策
も
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
洪
水
の
安
全
な
流
下
を
図
る
た
め
の
河
道
改
修
や
ダ
ム
建
設
に
よ
る

洪
水
調
節
等
に
よ
り
下
流
の
洪
水
の
軽
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。

（ ）3

そ
の
他
の
都
市
施
設

供
給
処
理
施
設
、
教
育
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
都
市
施
設
に
つ
い
て
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別記様式

意 見 申 出 書

平成15年11月11日付けの県報で公告された都市計画の案につい
て、次のとおり意見を申し出ます。

平成15年 月 日

島根県知事 澄 田 信 義 様
住 所 （電話 ）

氏 名
（ふりがな）

〇印

① 意見の公述を希望する都市計画区域名
旭都市計画区域

② 意見の公述を希望する都市計画原案の種類
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域

マスタープラン）

意見の要旨 別紙のとおり

意見の要旨の記載に当たっての留意事項
1．意見の要旨及びその理由を具体的かつ簡明に記載すること。
2．様式は自由であるが、400字詰め原稿用紙 2枚以内程度と
すること。
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は
、
既
存
施
設
の
有
効
活
用
に
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
、
市
街
化
の
動
向
、

人
口
の
変
動
等
に
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
た
施
設
の
整
備
を
図
る
。

（ ）四

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

（ ）1

基
本
方
針

「
清
ら
か
な
水
と
美
し
い
緑
広
が
る
水
澄
の
里
」
を
基
本
理
念
と
し
、
水
資
源
を
基
調
と
し

た
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
と
緑
地
の
整
備
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（ ）2

緑
地
の
確
保
水
準

イ

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計

画
区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

1

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島

根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

2

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

3

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
三
隅
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供

す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
浜
田
土

木
建
築
事
務
所
及
び
三
隅
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
（
〇
八
五
二
）
二
二－

五
二
一
一

特

定

調

達

公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
7
年
政
令
第
372号

）
第
11条
及
び
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
係

る
島
根
県
会
計
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
7
年
島
根
県
規
則
第
83号
）
第
9
条
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
15年
11月
11日

島
根
県
知
事

澄
田

信
義

1
役
務
の
名
称
及
び
数
量

歴
史
民
俗
博
物
館
（
仮
称
）
建
設
（
建
築
）
工
事

2
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地
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意 見 申 出 書

平成15年11月11日付けの県報で公告された都市計画の案につい
て、次のとおり意見を申し出ます。

平成15年 月 日

島根県知事 澄 田 信 義 様
住 所 （電話 ）

氏 名
（ふりがな）

〇印

① 意見の公述を希望する都市計画区域名
三隅都市計画区域

② 意見の公述を希望する都市計画原案の種類
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域

マスタープラン）

意見の要旨 別紙のとおり

意見の要旨の記載に当たっての留意事項
1．意見の要旨及びその理由を具体的かつ簡明に記載すること。
2．様式は自由であるが、400字詰め原稿用紙 2枚以内程度と
すること。



（12）
島
根
県
総
務
部
営
繕
課
企
画
係
島
根
県
松
江
市
殿
町
1
番
地

3
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
15年
10月
27日

4
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

大
林
組
中
筋
組
岩
成
工
業
特
別
共
同
企
業
体

代
表
者
株
式
会
社
大
林
組
広
島
支
店
常
務
取
締
役
支
店
長
古
荘
昭
憲

広
島
市
中
区
小
町
1
番
25号

5
落
札
金
額

4,725,000,000円

6
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き

一
般
競
争
入
札

7
特
例
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
15年

9
月
2
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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